
大阪市における
PPP/PFIの取り組み

大阪市建設局

平成30年8月2日
（第16回 下水道における新たなPPP/PFI事業の促進に向けた検討会）
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大阪市下水道の概要
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１．大阪市の下水道について

（H28年度末）



大阪市の下水処理区
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１．大阪市の下水道について

【合流式下水道の割合】
９８％
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１．大阪市の下水道について

大阪市の汚泥処理

（H30.4）
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１．大阪市の下水道について

大阪市の汚泥処理２



施設の老朽化状況
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１．大阪市の下水道について

<下水処理場・抽水所の老朽設備（機械・電気設備）の推移>

1,380km
（28%）

2,577装置
（56%）

管渠延長

標準耐用年数（20年）を超過した

老朽設備の装置数

内、緊急に対処が必要
な管渠延長150km (3%)

<管渠延長と老朽管渠延長の推移>

内、緊急に対処が
必要な設備数 500
装置（11%)

標準耐用年数（50年）を超過した
老朽管渠の延長

・ 大阪市では、明治時代から下水道整備を進めてきており、老朽化した下水道施設を多く抱えている。

・ 昭和40年代に急速に下水道整備を行っており、今後老朽施設が急増する。

4,911km

（H25年度末）
4,600装置

（H25年度末）

老朽施設が急増
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老朽管渠は全体の28％、今後急増が見込まれる 老朽設備は全体の56％、今後急増が見込まれる



経営形態見直しの必要性
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２．包括委託について

経営改革の視点

・民間原理を取り込める組織形態とし、費用削減や投資効率化を目指す。民間原理の導入

・下水道に関する総合的な計画・運営・実施能力を強み（資源）として活用。市が持つ資源の活用

・会計上、設備投資や起債償還、利払が大きな割合を占めることから、施設所有と運営を
分離し、運営管理の効率化が進みやすい仕組みを作る。運営管理の分離

 汚水処理費用の削減を上回る流入汚水量の長期的な減少に伴い、事業効率（費用あたりの処理水量）が低下傾向と

なるともに、起債償還、改築更新投資の増加による将来の資金需要増が見込まれる。

 また、市の内部に留まっている資源（技術・ノウハウ）を外販し、国内外に貢献しつつ収益増を目指すことが強く

求められているが、市が事業主体であるため、広域的な事業展開に対してインセンティブが働かない。

大阪市下水道事業の課題

上下分離の導入による経営形態の見直し

使
用
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と
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【目 的】

・浸水対策
・耐震耐水
・老朽対策
・合流改善
・高度処理

年度 年度
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２．包括委託について

現在の経営形態

「新たな経営形態」（ゴール）

大阪市行政（下水道管理者）

設備会社

建設会社

コンサルタント
会社

メンテナンス
会社

下水道関連企業
とのリンケージ

行政（下水道管理者）

新組織（上部組織）

行政の目標・方針に基づき

民間原理を最大限活用し

健全かつ合理的・発展的に

事業を経営、持続させる

実施計画・経営管理

設計・建設・技術開発

運転維持管理

設備会社

建設会社

コンサルタント
会社

メンテナンス
会社

下水道関連企業
とのリンケージ

 現在の経営形態では、行政としての制約から民間原理の導入は限定的。

また、技術力があっても市事業以外での活用に制約。

 「新たな経営形態」では、上下分離により、行政との役割分担を明確

にした新たなPPPの仕組みを構築し、さらなる民間原理導入による全

体の効率化、事業制約の緩和による市の技術力活用を図る。

• 広域的な事業展開へのインセンティブ発生、都市成長戦略への寄与

• 行政区域を越えることがなかった下水道事業運営に対する都市間競
争の発生、さらなる効率化 施設の所有、許認可

政策形成、目標･方針の決定

使用料単価の決定

事業モニタリング

法に定める下水道管理者として

上部組織と適切に役割分担し

下水道行政の使命を果たす

施設の所有

計画立案・経営管理

設計・建設・技術開発

運転維持管理

法に定める下水道管理者として

市が事業全体を一貫して実施し

下水道行政の使命を果たす

【担当業務】

【担当業務】

【担当業務】

【役 割】

【役 割】

【役 割】

経営形態見直しの必要性

※ 大阪市下水道事業経営改革～基本方針と実施計画～（案）［H24.11］ より
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２．包括委託について

・H24.  6 府市統合本部会議において経営形態見直しの基本的方向性確認

・H24.12 「大阪市下水道事業経営改革～基本方針と実施計画～」公表

・H25.  4 西部方面の下水道維持管理における包括委託業務を（一財）都市技術

センターへ委託 ［職員を派遣］

・H26.  4 委託範囲を全市域に拡大

・H27.  2 「大阪市下水道事業経営形態見直し基本方針」公表

・１方面事務所管内

業

務

範

囲

政策形成

事業運営監視

資金調達（公）
資金調達（民）

経営管理

計画・設計

建 設

施設補修・修繕

保守点検

運転管理

処理区 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２

行 政

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２

行 政

都市技術センター

直 営 包括受託（１方面事務所管内） 包括受託（市域一括）

H24年度 H25年度 H26年度

新
組
織
へ

業
務
エ
リ
ア

・市内全域
（残る３方面事務所

管内を追加）

・市内全域直営
（東西南北の４方面

事務所で構成）

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０１１１２

都市技術
センター

行 政

これまでの経緯
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２．包括委託について

これまでの経緯

・H28.  7 新会社「クリアウォーターＯＳＡＫＡ株式会社（CWO）」を設立

・H29. 3末 CWOへ職員の転籍を実施

・H29. 4 CWOによる包括委託業務の開始

包括委託の内容

業務内容：・市内全域の下水道施設（管渠・ポンプ場・下水処理場）の運転維持管理

（一部汚泥処理施設を除く）

・ユーティリティの調達

・小規模単純更新

契約期間：平成29年度～平成33年度

契約金額：約940億円
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３．個別事業について

事業内容
・下水処理場より消化ガスをPFI事業者に供給。
・ PFI事業者は、ガス発電を行い電力と熱を下水処理場へ供給。

事業期間 20年間 〔平成19年～平成38年〕

事業費 約48億円（税込）〔建設〕 約 18 億円 〔維持管理・運営〕 約 30 億円/２０年間

事業効果
・発電量 約1,300万kWh/年(場内の必要電力35％に相当)
・20年間で約17億円の市の財政負担の削減効果（ＶＦＭ 約19％）

主要設備
・消化ガスエンジン発電機 793 ｋW ×3台、 440 ｋW×1台

・温水器 １基 ・電力貯蔵システム 1式

津守下水処理場消化ガス発電設備整備事業 【PFI事業】



３．個別事業について

事業内容 汚泥を処理し、固形燃料化物を生成し、火力発電所で有効利用を図る

事業期間 20年間 [平成26年～平成45年]

事業費 約177億円（税込） 〔建設〕約59億円 〔維持管理・運営〕約118億円/20年間

事業効果
・炭化燃料化物生成量 8,558 t-DS/年
・20年間で約9億円の市の財政負担の削減効果 （ＶＦＭ 約6％）

主要設備 ・炭化炉 処理能力150 t-wet/日 × １基

平野下水処理場汚泥固形燃料化事業 【PFI事業】
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３．個別事業について

事業内容
高濃度の窒素含有排水（脱水分離液）の高効率の窒素除去技術
全体計画 2,700m3/日 （第1期1,350m3/日）

事業期間
平成25年度～平成30年度[設計・建設、運転管理（2年）]（第１期）
⇒平成31年度以降、大阪市で運転管理

事業費
約１４．２億円 [設計・建設]約１３．６億円

[維持管理・運営]０．６億円/２年間）

急速
撹拌槽

緩速
撹拌槽

Ｍ

凝集沈殿槽

脱水分離液

BOD酸化槽

Ｍ
Ｍ

調整槽

Ｐ

pH調整槽

循環ポンプ
亜硝酸化槽 アナモックス槽

NH4/NO2比調整

NH4計

N2ガス

空気

空気

処理水

引抜汚泥

アナモックス法の特徴

・酸素必要量が少ない
・有機物が不要
・余剰汚泥が少ない

アナモックス：anammox（anaerobic ammonium oxidation）

・近年発見された新たな生物学的窒素変換反応

・嫌気性条件下でアンモニア性窒素(NH4-N)と亜硝酸性窒素(NO2-N)が、窒
素ガス(N2)と少量の硝酸性窒素(NO3-N)へと変換される生物反応

平野下水処理場脱水分離液処理施設整備事業 【DBO事業】
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３．個別事業について

○全国初の下水処理場の水処理施設のPFI事業
○老朽化した1系水処理施設の更新のため、3系水処理施設を整備
○水処理の過程のすべての施設を一括して整備し保全管理を実施

事業内容
3系水処理施設を整備し、流入する下水を
適切・効率的に処理する

事業期間 ２３年間 〔平成2９年～平成51年〕

事業費

267億７千万円
〔建設〕 約２４８億８千万円
〔性能評価〕 約４億円
〔保全管理〕 約14億９千万円

事業効果
・流入下水の高度処理
77,000m3/日の効率的実施
・ （ＶＦＭ 約10％）

主要施設

・沈殿池、反応槽及び水処理設備
〔処理方式〕
循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法（凝集剤
添加型)及び嫌気無酸素好気法

海老江下水処理場改築更新事業 【DBO事業】
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３．個別事業について

事業内容 ・老朽化した処理施設の更新

事業期間 平成28年度末～平成34年度[設計・建設（性能評価検証期間（2年）を含む）]

事業費 約106億円（税込）

事業効果

・高度処理、合流改善

・施設整備にあわせて得られた処理水を東横堀川・道頓堀川へ送水することで、
これら河川のさらなる水質改善を図る

主要施設
・高速ろ過施設
・膜分離活性汚泥法処理施設

項目
設計水量
（m3/日）

日平均汚水量 40,000

日最大汚水量 40,000

時間最大汚水量 48,000

雨天時最大汚水量 96,000

表 対象処理水量

中浜下水処理場水処理施設整備事業 【DB事業】
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３．個別事業について

事業対象個所 大野、海老江、住之江、放出

事業内容

・民間の資金により施設整備し、
電力会社へ電力を販売。また、
発電に伴う排熱は消化槽加温
に利用。

・市は消化ガスの販売料と土地
占用料を民間事業者から収益
として得る。

事業効果

・4処理場合計で年間約2,580万KWH

の電力（一般家庭約7,100帯分）
を創出

・20年間で約６６億円の増収見
込み

事業期間
２０年間
〔平成２９年から平成４８年〕

固定価格買取制度 （FIT：Feed-in Tariff）

制 度 ： 再生可能エネルギーによって発電した電気を、特定地域の電力会社が一定価格で買い取ることを
国が保障する制度（平成２４年7月 創設）。

買取価格 ： 制度当初（平成24～26年度中の認定分）の優遇措置があり、平成25年度現在39円/kWh（税抜き）で
ある。（価格については、毎年見直される。）
事業開始時の確定した価格にて最大20年間固定で継続される。

大阪市下水処理場消化ガス発電事業 【民設民営（FIT制度活用）】
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４．今後について

PPP/PFI手法のさらなる活用に向けた検討

柔軟に幅広く、多様なPPP/PFI方式を駆使してより効率的な事業運営をめざす

・現在、コンセッション方式の導入などを検討中

コンセッション方式導入にあたっての課題

 安定的な財源確保
20年～30年にわたる長期の事業契約を行うにあたり、行政側の安定した財源

（国庫補助、下水道使用料収入、市の一般財源）の確保が不確定

 リスク分担の明確化
大阪市の施設は老朽化したものや状態把握が困難であるものが多くあるため、

契約時点における行政（施設保有者）と運営権者（事業者）とのリスク所在の判定
に一定の時間と費用を要する


